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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末に対して割り当てられた複数の基本周波数ブロック毎に個別に送られるデー
タチャネルを復調するための下りリンク制御情報を基本周波数ブロック毎に生成する制御
情報生成部と、
　前記下りリンク制御情報が配置される候補領域であるサーチスペースを前記基本周波数
ブロック毎に決定する決定部と、
　前記サーチスペースに前記下りリンク制御情報が配置された下りリンク制御チャネルを
送信する送信部と、を具備し、
　前記制御情報生成部は、前記複数の基本周波数ブロックの中の特定の基本周波数ブロッ
クの下りリンク制御チャネルに、前記各基本周波数ブロックに対応した前記各下りリンク
制御情報を集約し、
　前記決定部は、基本周波数ブロック固有のオフセット値及び各ユーザ端末固有のオフセ
ット値を用いて、基本周波数ブロック間及びユーザ端末間で前記サーチスペースが分離す
るようにサーチスペース位置を分散させることを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記決定部は、以下の式（１）を用いて前記サーチスペースの開始位置を決定すること
を特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
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【数６】

　　ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）は基本周波数ブロック固有のインデックス値ｎＣＣ及び各
ユーザ端末固有のインデックス値ｎＲＮＴＩを用いて計算されるオフセット値、
　　Ｌは制御チャネルエレメントのアグリゲーション数を示すアグリゲーションレベルで
あり、制御チャネルエレメントは、下りリンク制御情報をレートマッチングする際の基本
単位であって、サーチスペースを構成する最小単位である、
　　ｉ＝０，・・・，Ｌ－１、ｍ＝０，・・・Ｍ（Ｌ）－１、
　　Ｍ（Ｌ）はアグリゲーションレベルにおける下り制御チャネルの候補数、
　　ＮＣＣＥ，ｋは基本周波数ブロックのサブフレームｋにおける制御チャネルエレメン
ト（ＣＣＥ）の総数、
　　Ｙ－１＝ｎＲＮＴＩ≠０、
　　Ａは定数、Ｄは定数、である。
【請求項３】
　前記決定部は、以下の式（２）を用いて前記サーチスペースの開始位置を決定すること
を特徴とする請求項１に記載の基地局装置。

【数７】

　　ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）は基本周波数ブロック固有のインデックス値ｎＣＣ及び各
ユーザ端末固有のインデックス値ｎＲＮＴＩを用いて計算されるオフセット値、
　　Ｌは制御チャネルエレメントのアグリゲーション数を示すアグリゲーションレベルで
あり、制御チャネルエレメントは、下りリンク制御情報をレートマッチングする際の基本
単位であって、サーチスペースを構成する最小単位である、
　　ｉ＝０，・・・，Ｌ－１、ｍ＝０，・・・Ｍ（Ｌ）－１、
　　Ｍ（Ｌ）はアグリゲーションレベルにおける下り制御チャネルの候補数、
　　ＮＣＣＥ，ｋは基本周波数ブロックのサブフレームｋにおける制御チャネルエレメン
ト（ＣＣＥ）の総数、
　　Ｙ－１＝ｎＲＮＴＩ≠０、
　　Ａは定数、Ｄは定数、である。
【請求項４】
　前記基本周波数ブロック固有のインデックス値ｎＣＣ及び各ユーザ端末固有のインデッ
クス値ｎＲＮＴＩを用いて計算されるオフセット値ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）は下記の式
（３）で求めることを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の基地局装置。
ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）＝ｎＣＣ＋ＫｎＲＮＴＩ、又はｎＣＣ・ｎＲＮＴＩ　　（３）
ここで、Ｋは定数である。
【請求項５】
　前記アグリゲーションレベルが所定の値以下である場合には、前記Ｋ＝０として前記各
ユーザ端末固有のオフセット値を用いずに前記サーチスペースの開始位置を決定し、アグ
リゲーションレベルが所定の値以上である場合には、前記Ｋ≠０として前記各ユーザ端末
固有のオフセット値を用いて前記サーチスペースの開始位置を決定することを特徴とする
請求項４に記載の基地局装置。
【請求項６】
　前記決定部は、前記制御チャネルエレメントのアグリゲーション数を示すアグリゲーシ



(3) JP 5073779 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

ョンレベルが所定の値以下である場合には、以下の式（４）を用いて前記サーチスペース
の開始位置を決定し、前記アグリゲーションレベルが所定の値以上である場合には、以下
の式（５）を用いて前記サーチスペースの開始位置を決定することを特徴とする請求項１
に記載の基地局装置。
【数８】

【数９】

　　ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）は基本周波数ブロック固有のインデックス値ｎＣＣ及び各
ユーザ端末固有のインデックス値ｎＲＮＴＩを用いて計算されるオフセット値、
　　Ｌは制御チャネルエレメントのアグリゲーション数を示すアグリゲーションレベルで
あり、制御チャネルエレメントは、下りリンク制御情報をレートマッチングする際の基本
単位であって、サーチスペースを構成する最小単位である、
　　ｉ＝０，・・・，Ｌ－１、ｍ＝０，・・・Ｍ（Ｌ）－１、
　　Ｍ（Ｌ）はアグリゲーションレベルにおける下り制御チャネルの候補数、
　　ＮＣＣＥ，ｋは基本周波数ブロックのサブフレームｋにおける制御チャネルエレメン
ト（ＣＣＥ）の総数、
　　Ｙ－１＝ｎＲＮＴＩ≠０、
　　Ａは定数、Ｄは定数、である。
【請求項７】
　前記基本周波数ブロック固有のインデックス値ｎＣＣ及び各ユーザ端末固有のインデッ
クス値ｎＲＮＴＩを用いて計算されるオフセット値ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）は下記の式
（６）で求めることを特徴とする請求項６に記載の基地局装置。
ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）＝ｎＣＣ＋ＫｎＲＮＴＩ、又はｎＣＣ・ｎＲＮＴＩ　　（６）
ここで、Ｋは定数である。
【請求項８】
　ユーザ端末に対して割り当てられた複数の基本周波数ブロック毎に個別に送られるデー
タチャネルを復調するための下りリンク制御情報を基本周波数ブロック毎に生成する制御
情報生成部と、
　前記下りリンク制御情報が配置される候補領域であるサーチスペースを前記基本周波数
ブロック毎に決定する決定部と、
　前記サーチスペースに前記下りリンク制御情報が配置された下りリンク制御チャネルを
送信する送信部と、を具備し、
　前記制御情報生成部は、前記複数の基本周波数ブロックの中の特定の基本周波数ブロッ
クの下りリンク制御チャネルに、前記各基本周波数ブロックに対応した前記各下りリンク
制御情報を集約し、
　前記決定部は、基本周波数ブロック固有の時間オフセット値を用いて、基本周波数ブロ
ック間で前記サーチスペースが分離するようにサーチスペース位置を分散させることを特
徴とする基地局装置。
【請求項９】
　前記決定部は、以下の式（７）を用いて前記サーチスペースの開始位置を決定すること
を特徴とする請求項８に記載の基地局装置。
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【数１０】

　　ｘ（ｎＣＣ、ｎＲＮＴＩ）は基本周波数ブロック固有の時間オフセット値、
　　Ｌは制御チャネルエレメントのアグリゲーション数を示すアグリゲーションレベルで
あり、制御チャネルエレメントは、下りリンク制御情報をレートマッチングする際の基本
単位であって、サーチスペースを構成する最小単位である、
　　ｉ＝０，・・・，Ｌ－１、ｍ＝０，・・・Ｍ（Ｌ）－１、
　　Ｍ（Ｌ）はアグリゲーションレベルにおける下り制御チャネルの候補数、
　　ＮＣＣＥ，ｋは基本周波数ブロックのサブフレームｋにおける制御チャネルエレメン
ト（ＣＣＥ）の総数、
　　Ｙ－１＝ｎＲＮＴＩ≠０、
　　Ａは定数、Ｄは定数、である。
【請求項１０】
　システム帯域を構成する複数の基本周波数ブロック毎に個別に送られるデータチャネル
と、前記データチャネルをそれぞれ復調するための下りリンク制御情報であって前記シス
テム帯域を構成する複数の基本周波数ブロックの中の特定の基本周波数ブロックの下り制
御チャネルに集約された下りリンク制御情報を受信する受信部と、
　前記下りリンク制御情報が配置される候補領域であるサーチスペースを前記基本周波数
ブロック毎に決定してブラインドデコーディングすることにより前記複数の基本周波数ブ
ロックの下りリンク制御情報を復調する制御情報復調部と、
　前記制御情報復調部で復調された前記基本周波数ブロックの下りリンク制御情報を用い
て対応する前記基本周波数ブロックのデータチャネルを復調するデータ復調部と、を具備
し、
　前記制御情報復調部は、基本周波数ブロック固有のオフセット値及び各ユーザ端末固有
のオフセット値を用いて、前記サーチスペースの位置を決定することを特徴とするユーザ
端末。
【請求項１１】
　前記各ユーザ端末固有のオフセット値の計算に用いる定数Ｋが固定値として記憶されて
いることを特徴とする請求項１０に記載のユーザ端末。
【請求項１２】
　前記各ユーザ端末固有のオフセット値の計算に用いる定数Ｋが上位制御信号を用いて通
知されることを特徴とする請求項１０に記載のユーザ端末。
【請求項１３】
　ユーザ端末に対して割り当てられた複数の基本周波数ブロック毎に個別に送られるデー
タチャネルを復調するための下りリンク制御情報を基本周波数ブロック毎に生成するステ
ップと、
　前記複数の基本周波数ブロックの中の特定の基本周波数ブロックの下りリンク制御チャ
ネルに、前記各基本周波数ブロックに対応した前記各下りリンク制御情報を集約するステ
ップと、
　前記特定の基本周波数ブロックの下りリンク制御チャネルに、前記複数の基本周波数ブ
ロックの下りリンク制御情報が配置される候補領域であるサーチスペースを前記基本周波
数ブロック毎に決定するステップと、を有し、
　前記サーチスペースは、基本周波数ブロック固有のオフセット値及び各ユーザ端末固有
のオフセット値を用いて、基本周波数ブロック間及びユーザ端末間で前記サーチスペース
が分離するように配置されることを特徴とする通信制御方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の基本周波数ブロック（以下、「コンポーネントキャリア（Component
　Carrier）」という）を動的又は準静的に割当てて通信する無線通信システムに関し、
特にキャリアアグリゲーション下で下り制御チャネルを送受信する基地局装置及びユーザ
端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　W-CDMA（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）やHSDPA(High　Speed　Downl
ink　Packet　Access)の後継となる通信方式、すなわちロングタームエボリューション（
LTE：Long　Term　Evolution）が、W-CDMAの標準化団体３GPPにより定められ、無線アク
セス方式として、下りリンクについてはOFDMA（Orthogonal　Frequency　Division　Mult
iple　Access）、上りリンクについてはSC-FDMA（Single-Carrier　Frequency　Division
　Multiple　Access）が採用された。現在、３GPPではLTEの後継システムが検討されてい
る（Release　10又はRelease　10以降のバージョンを含めてLTEアドバンストと呼ばれて
いる）。以下、LTEアドバンストのことをLTE-Ａと省略して記述する。
【０００３】
　LTEシステムは、上りリンク、下りリンクともに１つないし２つ以上の物理チャネルを
複数の移動局ＵＥで共有して通信を行うシステムである。複数の移動局ＵＥで共有される
チャネルは、一般に共有チャネル（又はデータチャネルと呼ばれても良い）と呼ばれ、LT
Eにおいては、上りリンクにおけるPUSCH（physical　uplink　shared　channel）であり
、下りリンクにおけるPDSCH（Physical　Downlink　Shared　Channel）である。
【０００４】
　LTEシステムのように、共有チャネルを用いた通信システムでは、送信時間間隔（TTI）
（LTEではサブフレーム（Subframe））毎に、どの移動局UEに対して上記共有チャネルを
割り当てるかをシグナリングする必要がある。上記シグナリングのために用いられる下り
リンク制御チャネルとして、PDCCH（Physical　Downlink　Control　Channel）が定めら
れている。移動局UEは、PDCCHを受信してブラインドデコーディングし、自分宛の下り制
御情報を取り込んでいる。LTEでは、移動局のブラインドデコーディング負荷を低減する
目的で、移動局がブラインドデコーディングすべきリソース範囲を定めたサーチスペース
を定義している。基地局は、移動局宛の下り制御情報をサーチスペースに配置してシグナ
リングする。移動局UEは、PDCCHの全範囲をブラインドデコーディング対象とするのでは
なく、PDCCH中のサーチスペースに限定してブラインドデコーディングし、自局宛の下り
制御情報を取得する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】3GPP,　TS　36.211　(V.8.4.0),　"Evolved　Universal　Terrestrial
　Radio　Access　(E-UTRA);Physical　Channels　and　Modulation　(Release　8)".　S
ep.2008
【非特許文献２】3GPP,　TS　36.212　(V.8.4.0),　"Evolved　Universal　Terrestrial
　Radio　Access　(E-UTRA);　Multiplexing　and　channel　coding　(Release　8)",Se
p.　2008
【非特許文献３】3GPP,　TS　36.213　(V.8.4.0),　"Evolved　Universal　Terrestrial
　Radio　Access　(E-UTRA);　Physical　layer　procedures　(Release　8)",　Sep.　2
008
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　ところで、現在、3GPPにおいて検討が進められているLTE－Ａにおいて、複数のコンポ
ーネントキャリアを寄せ集めて広帯域化すること（キャリアアグリゲーション）が合意さ
れている。
【０００７】
　本発明は、複数のコンポーネントキャリアを寄せ集めて広帯域化する通信システムにお
いて下り制御チャネルの送受信に適したサーチスペース構成を実現する基地局装置及びユ
ーザ端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の基地局装置は、ユーザ端末に対して割り当てられた複数の基本周波数ブロック
毎に個別に送られるデータチャネルを復調するための下りリンク制御情報を基本周波数ブ
ロック毎に生成する制御情報生成部と、下りリンク制御情報が配置される候補領域である
サーチスペースを基本周波数ブロック毎に決定する決定部と、サーチスペースに下りリン
ク制御情報が配置された下りリンク制御チャネルを送信する送信部と、を具備し、制御情
報生成部は、複数の基本周波数ブロックの中の特定の基本周波数ブロックの下りリンク制
御チャネルに、各基本周波数ブロックに対応した各下りリンク制御情報を集約し、決定部
は、基本周波数ブロック固有のオフセット値及び各ユーザ端末固有のオフセット値を用い
て、基本周波数ブロック間及びユーザ端末間でサーチスペースが分離するようにサーチス
ペース位置を分散させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数のコンポーネントキャリアを寄せ集めて広帯域化する通信システ
ムに好適なサーチスペース構成を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】LTE－Ａで定められた階層型帯域幅構成を示す図である。
【図２】キャリアアグリゲーション数＝１コンポーネントキャリアの場合のPDCCHへのサ
ーチスペースの配置例を示す図である。
【図３】複数コンポーネントキャリアで構成されたシステム帯域に関するサーチスペース
の配置例を示す図である。
【図４】複数コンポーネントキャリアで構成されたシステム帯域について複数のユーザ端
末のサーチスペースの配置例を示す図である。
【図５】実施の形態に係る移動通信システムの全体図である。
【図６】実施の形態に係る基地局装置の概略的な構成図である。
【図７】実施の形態に係る移動端末装置の概略的な構成図である。
【図８】実施の形態に係る基地局装置のベースバンド信号処理部における送信処理部の機
能ブロック図である。
【図９】実施の形態に係る移動端末装置が有するベースバンド信号処理部の機能ブロック
図である。
【図１０】コンポーネントキャリア固有の時間シフトを用いたサーチスペース構成を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明が適用される通信システムは、複数のコンポーネントキャリアを追加又は削除し
てシステム帯域を構成するキャリアアグリゲーションが行われる。図１を参照してキャリ
アアグリゲーションについて説明する。
【００１２】
　図１は、LTE－Ａで合意されている階層型帯域幅構成を示す図である。図１に示す例は
、複数のコンポーネントキャリア（CC）で構成される第１システム帯域を持つ第１移動通
信システムであるLTE－Ａシステムと、１つのコンポーネントキャリアで構成される第２
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システム帯域を持つ第２移動通信システムであるLTEシステムが併存する場合の階層型帯
域幅構成である。LTE－Ａシステムにおいては、例えば、最大１００ＭＨｚの可変のシス
テム帯域幅で無線通信し、LTEシステムにおいては、最大２０ＭＨｚの可変のシステム帯
域幅で無線通信する。LTE－Ａシステムのシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を
一単位とする少なくとも一つのコンポーネントキャリアを含み、ダイナミックに又は準静
的にコンポーネントキャリア数を追加または削除する。このように、複数のコンポーネン
トキャリアを集めて広帯域化することをキャリアアグリゲーションという。
【００１３】
　例えば、図１においては、LTE－Ａシステムのシステム帯域は、LTEシステムのシステム
帯域（ベース帯域：２０ＭＨｚ）を一つのコンポーネントキャリアとする５つのコンポー
ネントキャリアの帯域を含むシステム帯域（２０ＭＨｚ×５＝１００ＭＨｚ）となってい
る。図１においては、移動局ＵＥ（User　Equipment）＃１は、LTE－Ａシステム対応（LT
Eシステムにも対応）のユーザ端末であり、１００ＭＨｚまでのシステム帯域に対応可能
である。ＵＥ＃２は、LTE－Ａシステム対応（LTEシステムにも対応）のユーザ端末であり
、４０ＭＨｚ（２０ＭＨｚ×２＝４０ＭＨｚ）までのシステム帯域に対応可能である。Ｕ
Ｅ＃３は、LTEシステム対応（LTE－Ａシステムには対応せず）のユーザ端末であり、２０
ＭＨｚ（ベース帯域）までのシステム帯域に対応可能である。
【００１４】
　次に、１コンポーネントキャリアのPDCCH上へのサーチスペース配置について説明する
。図２は、キャリアアグリゲーション数＝１コンポーネントキャリアの場合のPDCCHへの
サーチスペースの配置例を示している。
【００１５】
　LTEでは下りリンク制御情報（DCI）をユーザ端末の受信品質に応じて、７２、１４４、
２８８、５７６ビットのいずれかにレートマッチングする（７２ビット又は５７６ビット
の場合、符号化率2/3,1/12に相当）。７２ビットを下りリンク制御情報をレートマッチン
グする際の基本単位（制御チャネルエレメント（CCE:Control　Channel　Element））と
定義し、４種類のCCEアグリゲーション数＝｛１，２，４，８｝の中から受信品質に応じ
て最適なCCEアグリゲーション数が決定される。受信品質の良いユーザ端末ほどCCEアグリ
ゲーション数は小さく、セル端にいるユーザ端末のように受信品質の悪いユーザ端末ほど
CCEアグリゲーション数を大きくする。このように、ユーザ端末毎に下りリンク制御情報
（DCI）を送信するためのCCEアグリゲーション数が決定される。
【００１６】
　図２にはコンポーネントキャリアのPDCCHが４１CCEで構成された例が示されている。CC
Eアグリゲーション数＝１では、６CCE（CCE番号１７～２２の範囲）にサーチスペースSS
を配置し、CCEアグリゲーション数＝２では、６CCE（CCE番号１～６の範囲）にサーチス
ペースSSを配置している。CCEアグリゲーション数＝４では、２CCE（CCE番号２，３の範
囲）にサーチスペースSSを配置し、CCEアグリゲーション数＝８では、２CCE（CCE番号０
，１の範囲）にサーチスペースSSを配置している。
【００１７】
　サーチスペースの開始位置は、Rel-8　LTEにおいて下記の式（９）で定義されている。
【００１８】
【数１】

Ｌ：制御チャネルエレメントのアグリゲーション数を示すアグリゲーションレベル
ｉ＝０，・・・，Ｌ－１
ｍ＝０，・・・Ｍ（Ｌ）－１
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Ｍ（Ｌ）：アグリゲーションレベルＬにおける下り制御チャネルの候補数
ＮＣＣＥ，ｋ：基本周波数ブロックのサブフレームｋにおける制御チャネルエレメント（
CCE）の総数
Ｙ－１＝ｎＲＮＴＩ≠０
Ａ＝３９８２８
D＝６５５３７
である。
【００１９】
　ところで、広帯域化されたLTE－Ａシステムのシステム帯域での無線通信において、PDS
CHの受信に必要なPDCCHを送る方法として、図３（Ａ）、（Ｂ）に示す２つの方法が考え
られる。
【００２０】
　図３（Ａ）に示す方法では、複数（ここでは、２つ）の異なるコンポーネントキャリア
（CC#1、CC#2）にそれぞれ割り当てられたPDSCHのPDCCHが、それぞれPDSCHが割り当てら
れたコンポーネントキャリア（CC#1、CC#2）で送られる。具体的には、コンポーネントキ
ャリアCC#1に割り当てられたPDSCHの制御情報であるPDCCHが同じコンポーネントキャリア
CC#1で送られ、コンポーネントキャリアCC#2に割り当てられたPDSCHの制御情報であるPDC
CHが同じコンポーネントキャリアCC#2で送られる。ユーザ端末は、それぞれのコンポーネ
ントキャリアで送られるPDCCHを復号してPDSCHの制御情報を取得し、その制御情報にした
がってPDSCHを復号する。
【００２１】
　図３（Ｂ）に示す方法では、複数（ここでは、２つ）の異なるコンポーネントキャリア
（CC#1、CC#2）にそれぞれ割り当てられたPDSCHのPDCCHを１つのコンポーネントキャリア
（CC#1）の制御チャネルに集約して送る（Cross-carrier scheduling）。具体的には、PD
SCHがコンポーネントキャリアCC#1、CC#2にそれぞれ割り当てられ、これらのPDSCHに関す
る制御情報であるPDCCHは、コンポーネントキャリアCC#1で送られる。このように、１つ
のコンポーネントキャリアにPDCCHを集約することにより、例えば、通信状態の良いコン
ポーネントキャリアを用いてPDCCHを送ることが可能となる。
【００２２】
　しかし、上記図３（Ｂ）で示した方法（Cross-carrier scheduling）で通信を行う際、
特定のコンポーネントキャリアに集約されるPDCCHにそれぞれ対応するサーチスペースの
開始位置について上記式（９）を用いて決定する場合、異なるコンポーネントキャリアに
おけるサーチスペース同士が完全に重なってしまう問題がある。これは、上記式（９）で
は複数のコンポーネントキャリアについて考慮されていないためである。
【００２３】
　そこで、Cross-carrier schedulingで通信を行う際に、上記式（９）にコンポーネント
キャリア固有のオフセット値を付加して、同一ユーザ間において異なるコンポーネントキ
ャリア間のサーチスペースを分散する方法が考えられる。これにより、複数の異なるコン
ポーネントキャリアに割り当てられたPDSCHに関する制御情報であるPDCCHが１つのコンポ
ーネントキャリアに集約して送られる場合であっても、集約されるPDCCHに対応するサー
チスペース同士が完全に重なることを抑制することができる。
【００２４】
　しかし、本発明者がサーチスペースの配置についてさらに検討を行ったところ、複数の
ユーザ端末に対して、無線通信に用いられる下りリンク及び上りリンクのシステム帯域を
基本周波数ブロック単位で割り当てて、Cross-carrier schedulingで通信を行う場合には
、上記式（９）にコンポーネントキャリア固有のオフセット値を付加するだけではユーザ
端末間のサーチスペースが重なる可能性があることを見出した。例えば、あるコンポーネ
ントキャリア（例えば、CC#1）における複数のユーザ端末（ここでは、２つ）のサーチス
ペースを考慮した場合、CCEアグリゲーション数が４、８の場合には、候補となるCCEの数
が少ないため、異なるユーザ端末間でサーチスペースが完全に重なる確率が高くなってし
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まう。図４に示すように、CC#1における２ユーザ分のサーチスペースが与えられた場合、
CCEアグリゲーション数＝８において２ユーザ間でサーチスペースが完全に重なってしま
う。このように、異なるユーザ端末間で完全にサーチスペースが重なった場合には、残り
全てのコンポーネントキャリアに対してもサーチスペースが重なってしまう。
【００２５】
　本発明者は、異なる複数のコンポーネントキャリアに割り当てられたPDSCHのPDCCHが特
定のコンポーネントキャリアの制御チャネルに集約して送られる場合に、特定のコンポー
ネントキャリアの制御チャネルで異なるコンポーネントキャリア間のサーチスペース同士
が完全に重なってしまうことを抑制することに加え、異なるユーザ端末間でのサーチスペ
ースが重なってしまうことを抑制するサーチスペースの配置を検討した結果、本発明の一
態様をするに至った。具体的には、Cross-carrier schedulingのサーチスペースの配置に
おいて、コンポーネントキャリア固有のオフセット値に加えてユーザ端末固有のオフセッ
ト値を用いることにより、複数の基本周波数ブロック間及び複数のユーザ端末間でサーチ
スペース同士が分離するように開始位置を制御する。これにより、複数の異なるコンポー
ネントキャリアのPDCCHが１つのコンポーネントキャリアで送られる場合であっても、異
なるコンポーネントキャリアのサーチスペース同士が完全に重なることを抑制すると共に
、異なるユーザ端末間のサーチスペース同士が完全に重なることを抑制することが可能と
なる。以下に、Cross-carrier schedulingのサーチスペースの開始位置の制御の具体例に
ついて説明する。
【００２６】
　本発明の一側面では、Cross-carrier schedulingにおけるサーチスペースの開始位置を
、以下の式（１）を用いて求めることができる。
【００２７】
【数２】

ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）：基本周波数ブロック固有のインデックス値ｎＣＣ及び各ユー
ザ端末固有のインデックス値ｎＲＮＴＩを用いて計算されるオフセット値、
Ｌ：制御チャネルエレメントのアグリゲーション数を示すアグリゲーションレベルであり
、制御チャネルエレメントは、下りリンク制御情報をレートマッチングする際の基本単位
であって、サーチスペースを構成する最小単位、
ｉ＝０，・・・，Ｌ－１、ｍ＝０，・・・Ｍ（Ｌ）－１、
Ｍ（Ｌ）：はアグリゲーションレベルにおける下り制御チャネルの候補数、
ＮＣＣＥ，ｋ：は基本周波数ブロックのサブフレームｋにおける制御チャネルエレメント
（CCE）の総数、
Ｙ－１＝ｎＲＮＴＩ≠０、
Ａ：定数、
Ｄ：定数、
である。なお、LTEにおいては、Ａ＝３９８２８、D＝６５５３７である。
【００２８】
　上記式（１）では、異なるユーザ端末間において各ユーザ端末固有のインデックス値ｎ

ＲＮＴＩが異なり、複数のコンポーネントキャリア間において各コンポーネントキャリア
固有インデックス値ｎＣＣが異なる。このように、コンポーネントキャリア固有のインデ
ックス値ｎＣＣに加えて、各ユーザ端末固有のインデックス値ｎＲＮＴＩを用いて計算さ
れるオフセット値を用いてサーチスペースの配置を制御することにより、複数のコンポー
ネントキャリアのPDCCHを特定のコンポーネントキャリアの制御チャネルに集約する場合
であっても、同一ユーザ端末間における異なるコンポーネントキャリア間のサーチスペー
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スを分散すると共に、異なるユーザ端末間におけるサーチスペースを分散することが可能
となる。その結果、Cross-carrier schedulingを行う際に、CCEアグリゲーション数＝４
、８においても異なるコンポーネントキャリア間及び異なるユーザ端末間でサーチスペー
スが完全に重なる確率を効果的に低減することができる。
【００２９】
　また、本発明の他の側面では、Cross-carrier schedulingにおけるサーチスペースの開
始位置を、以下の式（２）を用いて求めることができる。
【００３０】
【数３】

ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）：基本周波数ブロック固有のインデックス値ｎＣＣ及び各ユー
ザ端末固有のインデックス値ｎＲＮＴＩを用いて計算されるオフセット値、
Ｌ：制御チャネルエレメントのアグリゲーション数を示すアグリゲーションレベルであり
、制御チャネルエレメントは、下りリンク制御情報をレートマッチングする際の基本単位
であって、サーチスペースを構成する最小単位、
ｉ＝０，・・・，Ｌ－１、ｍ＝０，・・・Ｍ（Ｌ）－１、
Ｍ（Ｌ）：はアグリゲーションレベルにおける下り制御チャネルの候補数、
ＮＣＣＥ，ｋ：は基本周波数ブロックのサブフレームｋにおける制御チャネルエレメント
（CCE）の総数、
Ｙ－１＝ｎＲＮＴＩ≠０、
Ａ：定数、
Ｄ：定数、
である。なお、LTEにおいては、Ａ＝３９８２８、D＝６５５３７である。
【００３１】
　式（２）を適用することにより、ある程度の範囲において異なるＵＥ同士の重なりを防
ぐことができる。
【００３２】
　また、上記式（１）、（２）において、基本周波数ブロック固有のインデックス値ｎＣ

Ｃ及び各ユーザ端末固有のインデックス値ｎＲＮＴＩを用いて計算されるオフセット値ｆ
（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）は、例えば下記の式（３）で求めることができる。
【００３３】
ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）＝ｎＣＣ＋ＫｎＲＮＴＩ、又はｎＣＣ・ｎＲＮＴＩ　　（３）
【００３４】
　上記式（３）において、Ｋは定数である。Ｋは、システムにおいて固定値としてもよい
し、あるいは、RRCシグナリングで通知する構成としてもよい。
【００３５】
　なお、式（３）において、定数Ｂを用いて、ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）を基本周波数ブ
ロック固有のオフセット値と各ユーザ端末固有のオフセット値を足し合わせた値（ＢｎＣ

Ｃ＋ＫｎＲＮＴＩ）としてもよい（上記式（３）ではＢ＝１とした場合を示している）。
この場合、基本周波数ブロック固有のオフセット値及び各ユーザ端末固有のオフセット値
を用いて、基本周波数ブロック間及びユーザ端末間でサーチスペースがランダムに配置さ
れるようにサーチスペース位置が制御される。
【００３６】
　他にも、式（３）において、定数Ｋ、Ｂを用いて、ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）を基本周
波数ブロック固有のオフセット値と各ユーザ端末固有のオフセット値を掛け合わせた値（
Ｋ・Ｂ・ｎＣＣ・ＫｎＲＮＴＩ）としてもよい（上記式（３）ではＫ＝Ｂ＝１とした場合
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【００３７】
　また、基本周波数ブロック固有のインデックス値ｎＣＣをＫに含めてもよく、この場合
上記（３）は以下の式（３）’で表わすことができる。
【００３８】
ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）＝Ｋ’ｎＲＮＴＩ　　　（３）’
【００３９】
　上記式（３）’において、Ｋ’は基本周波数ブロック固有のインデックス値ｎＣＣが含
まれた定数である。Ｋ’は、システムにおいて固定値としてもよいし、あるいは、RRCシ
グナリングで通知する構成としてもよい。
【００４０】
　また、本発明の他の側面では、サーチスペースの開始位置を、CCEアグリゲーション数
に応じて各ユーザ端末固有のオフセット値を用いて計算するかどうか制御することができ
る。例えば、CCEアグリゲーション数が所定の値以下（例えば、CCEアグリゲーション数＝
１）である場合には、各ユーザ端末のサーチスペースが重なる確率が低いため、上記式（
３）においてＫ＝０として各ユーザ端末固有のオフセット値を用いずにCCEアグリゲーシ
ョン＝１におけるサーチスペースの開始位置を決定する。一方、アグリゲーションレベル
が所定の値以上（例えば、CCEアグリゲーション数＝１、４、８）である場合には、上記
式（３）においてＫ≠０として各ユーザ端末固有のオフセット値を用いてCCEアグリゲー
ション数＝１、４、８におけるサーチスペースの開始位置を決定する。このように、CCE
アグリゲーション数に応じて、各ユーザ端末固有のオフセット値の適用の有無を制御して
サーチスペースの開始位置を決定することによりそれぞれのアグリゲーションレベルの重
なる確率を独立に調節できるという効果を奏する。
【００４１】
　また、本発明のさらに別の側面では、CCEアグリゲーション数に応じて、上記式（１）
と式（２）を使い分ける構成としてもよい。例えば、CCEアグリゲーション数が所定の値
以下（例えば、CCEアグリゲーション数＝１、２）である場合には、上記式（１）を用い
てCCEアグリゲーション＝１、２におけるサーチスペースの開始位置を制御し、CCEアグリ
ゲーション数が所定の値以上（例えば、CCEアグリゲーション数＝４、８）である場合に
は、上記式（２）を用いてCCEアグリゲーション＝４、８におけるサーチスペースの開始
位置を制御する。この際、ｆ（ｎＣＣ，ｎＲＮＴＩ）はCCEアグリゲーション数で同一と
する必要はなく、CCEアグリゲーション数に応じてＫを変化させることにより異なる数値
としてもよい。このように、CCEアグリゲーション数に応じてサーチスペースの開始位置
を決定する式を使い分けることにより、それぞれのアグリゲーションレベルの重なる確率
を独立に調節できるという効果を奏する。
【００４２】
　なお、本発明のサーチスペースの開始位置の決定方法は、複数のコンポーネントキャリ
アを寄せ集めて広帯域化する通信システムに好適に適用できる構成であれば上記各ユーザ
固有のオフセット値を用いる方法に限られない。例えば、上述した構成と異なる本発明の
一態様として、コンポーネントキャリア固有及びユーザ端末固有の時間シフトを考慮して
サーチスペースの開始位置を決定する構成とすることができる。この場合、Cross-carrie
r schedulingにおけるサーチスペースの開始位置を、ハッシュ関数にコンポーネントキャ
リア固有及びユーザ端末固有の時間シフトを与えた以下の式（７）を用いて求めることが
できる。
【００４３】
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【数４】

ｘ（ｎＣＣ、ｎＲＮＴＩ）：基本周波数ブロック固有及びユーザ端末固有の時間オフセッ
ト値、
Ｌ：制御チャネルエレメントのアグリゲーション数を示すアグリゲーションレベルであり
、制御チャネルエレメントは、下りリンク制御情報をレートマッチングする際の基本単位
であって、サーチスペースを構成する最小単位、
ｉ＝０，・・・，Ｌ－１、ｍ＝０，・・・Ｍ（Ｌ）－１、
Ｍ（Ｌ）：アグリゲーションレベルにおける下り制御チャネルの候補数、
ＮＣＣＥ，ｋ：基本周波数ブロックのサブフレームｋにおける制御チャネルエレメント（
CCE）の総数、
Ｙ－１＝ｎＲＮＴＩ≠０、
Ａ：定数
Ｄ：定数
である。なお、LTEにおいては、Ａ＝３９８２８、D＝６５５３７である。
【００４４】
　ｘ（ｎＣＣ、ｎＲＮＴＩ）は、定数であり、例えば、ｘ（ｎＣＣ、ｎＲＮＴＩ）＝ｎＣ

Ｃとすることができる。また、ｘ（ｎＣＣ、ｎＲＮＴＩ）は、システムにおいて固定値と
してもよいし、あるいは、RRCシグナリングで通知する構成としてもよい。
【００４５】
　図１０に上記式（７）において、基本周波数ブロック固有の時間オフセット値ｘ（ｎＣ

Ｃ、ｎＲＮＴＩ）＝ｎＣＣである場合に、４個の異なるコンポーネントキャリア（CC#0～
CC#3）の下りリンク制御情報を特定のコンポーネントキャリアの制御チャネルに集約し、
それぞれの下りリンク制御情報に対応するサーチスペース（SS#0～SS#3）を配置する場合
について示す。
【００４６】
　サブフレーム#0においては、ｋ＝０、コンポーネントキャリアCC#0～CC#3におけるｎＣ

Ｃがそれぞれ０～３となるため、コンポーネントキャリアCC#0～CC#3におけるＹｋ＋ｎｃ

ｃは、それぞれＹ０、Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３となる。また、サブフレーム#1においては、ｋ＝
１、コンポーネントキャリアCC#0～CC#3におけるｎＣＣがそれぞれ０～３となるため、コ
ンポーネントキャリアCC#0～CC#3におけるＹｋ＋ｎｃｃは、それぞれＹ１、Ｙ２、Ｙ３、
Ｙ４となる。サブフレーム#2～サブフレーム#9についても同様に計算することにより、各
コンポーネントキャリアのサーチスペースを図１０に示すように配置することができる。
【００４７】
　なお、ｋの値が９以上の場合（１０を超える場合）には、リセットして再びｋ＝０、１
、２、・・・と設定してもよいし、続けてｋ＝１０、１１、１２、・・・と増加させるよ
うに設定してもよい。
【００４８】
　図１０に示すように、コンポーネントキャリア固有の時間シフトを用いて、サーチスペ
ースの開始位置を制御することにより、連続するサブフレームにおいて異なるコンポーネ
ントキャリア同士のサーチスペースが順番にずれて配置する構成とすることができるため
、異なるコンポーネントキャリアのサーチスペースが同一のサブフレームにおいて重なる
ことを回避することができる。
【００４９】
　また、上記式（７）にかえて、以下の式（８）に示すように、各ユーザ端末固有のオフ
セット値を付加してサーチスペースの開始位置を決定する構成としてもよい。
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【数５】

ｘ（ｎＣＣ）：基本周波数ブロック固有の時間オフセット値、
ＫｎＲＮＴＩ：各ユーザ端末固有のオフセット値、
Ｌ：制御チャネルエレメントのアグリゲーション数を示すアグリゲーションレベルであり
、制御チャネルエレメントは、下りリンク制御情報をレートマッチングする際の基本単位
であって、サーチスペースを構成する最小単位、
ｉ＝０，・・・，Ｌ－１、ｍ＝０，・・・Ｍ（Ｌ）－１、
Ｍ（Ｌ）：アグリゲーションレベルにおける下り制御チャネルの候補数、
ＮＣＣＥ，ｋ：基本周波数ブロックのサブフレームｋにおける制御チャネルエレメント（
CCE）の総数、
Ｙ－１＝ｎＲＮＴＩ≠０、
Ａ：定数
Ｄ：定数
である。なお、LTEにおいては、Ａ＝３９８２８、D＝６５５３７である。
【００５０】
　以下、本発明の実施の形態ついて、添付図面を参照して詳細に説明する。ここでは、LT
E－Ａシステムに対応する基地局及び移動局を用いる場合について説明するが、LTE以外の
通信システムにも適用可能である。
【００５１】
　図５を参照しながら、本発明の実施の形態に係る移動局（ＵＥ）１０及び基地局（Ｎｏ
ｄｅ　Ｂ）２０を有する移動通信システム１について説明する。図５は、本実施の形態に
係る移動局１０及び基地局２０及びを有する移動通信システム１の構成を説明するための
図である。なお、図５に示す移動通信システム１は、例えば、LTEシステム或いは、SUPER
　3Gが包含されるシステムである。また、この移動通信システム１は、ＩＭＴ－Ａｄｖａ
ｎｃｅｄと呼ばれても良いし、４Ｇと呼ばれても良い。
【００５２】
　図５に示すように、移動通信システム１は、基地局装置２０と、この基地局装置２０と
通信する複数の移動端末装置１０（１０１、１０２、１０３、・・・１０ｎ、ｎはｎ＞０
の整数）とを含んで構成されている。基地局装置２０は、上位局装置３０と接続され、こ
の上位局装置３０は、コアネットワーク４０と接続される。移動端末装置１０は、セル５
０において基地局装置２０と通信を行うことができる。なお、上位局装置３０には、例え
ば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、モビリティ
マネジメントエンティティ（ＭＭＥ）等が含まれるが、これに限定されるものではない。
上位局装置３０はコアネットワーク４０に包含されても良い。
【００５３】
　各移動端末装置（１０１、１０２、１０３、・・・１０ｎ）は、LTE端末及びLTE－Ａ端
末を含むが、以下においては、特段の断りがない限り移動端末装置１０として説明を進め
る。また、説明の便宜上、基地局装置２０と無線通信するのは移動端末装置１０であるも
のとして説明するが、より一般的には移動端末装置も固定端末装置も含むユーザ装置（Ｕ
Ｅ：User　Equipment）でよい。
【００５４】
　移動通信システム１においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDM
A（直交周波数分割多元接続）が、上りリンクについてはSC-FDMA（シングルキャリア－周
波数分割多元接続）及びクラスタ化DFT拡散OFDMが適用される。OFDMAは、周波数帯域を複
数の狭い周波数帯域（サブキャリア）に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングし
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て通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域を端末毎に１つ
又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を
用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。クラスタ化DF
T拡散OFDMは、非連続的なクラスタ化されたサブキャリアのグループ（クラスタ）を１台
の移動局UEに割り当て、各クラスタに離散フーリエ変換拡散OFDMを適用することにより、
アップリンクの多元接続を実現する方式である。
【００５５】
　ここで、LTE及びLTE-Aシステムにおける通信チャネルについて説明する。
　下りリンクの通信チャネルは、各移動端末装置１０で共有されるPDSCHと、下りＬ１／
Ｌ２制御チャネル（PDCCH、PCFICH、PHICH）とを有する。このPDSCHにより、ユーザデー
タ及び上位制御信号が伝送される。上位制御信号は、キャリアアグリゲーション数の追加
／削減、各コンポーネントキャリアにおいて適用される上りリンクの無線アクセス方式（
SC-FDMA／クラスタ化DFT拡散OFDM）を移動端末装置１０に対して通知するRRCシグナリン
グを含む。また、移動端末装置において基地局装置から通知される情報に基づいてサーチ
スペースの開始位置を制御する場合には、RRCシグナリングにより移動端末装置に対して
上述したサーチスペースの開始位置を決定する制御式に関する情報（例えば、定数K等）
を通知する構成としてもよい。この際、RRCシグナリングにより基本周波数ブロック固有
のオフセット値ｎＣＣを同時に通知する構成としてもよい。
【００５６】
　上りリンクの通信チャネルは、各移動端末装置１０で共有して使用されるPUSCHと、上
りリンクの制御チャネルであるPUCCH（Physical　Uplink　Control　Channel）とを有す
る。このPUSCHにより、ユーザデータが伝送される。PUCCHは、下りリンクの無線品質情報
（CQI:Channel　Quality　Indicator）、ACK/NACK等が伝送され、SC-FDMAにおいてサブフ
レーム内周波数ホッピングが適用されるが、クラスタ化DFT拡散OFDMではサブフレーム内
周波数ホッピングしなくても周波数スケジューリング効果を得られるので、サブフレーム
内周波数ホッピングは適用しない。
【００５７】
　図６を参照しながら、本実施の形態に係る基地局装置２０の全体構成について説明する
。基地局装置２０は、送受信アンテナ２０１と、アンプ部２０２と、送受信部２０３と、
ベースバンド信号処理部２０４と、呼処理部２０５と、伝送路インターフェース２０６と
を備えている。
【００５８】
　下りリンクにより基地局装置２０から移動端末装置１０に送信されるユーザデータは、
上位局装置３０から伝送路インターフェース２０６を介してベースバンド信号処理部２０
４に入力される。
【００５９】
　ベースバンド信号処理部２０４は、PDCPレイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、Ｒ
ＬＣ（radio　link　control）再送制御の送信処理などのＲＬＣレイヤの送信処理、ＭＡ
Ｃ（Medium　Access　Control）再送制御、例えば、HARQ（Hybrid　Automatic　Repeat　
reQuest）の送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆
高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Inverse　Fast　Fourier　Transform）処理、プリコーデ
ィング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネ
ルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われる。
【００６０】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、報知チャネルにより、同一セル５０に接続す
る移動端末装置１０に対して、各移動端末装置１０が基地局装置２０と無線通信するため
の制御情報を通知する。当該セル５０における通信のための報知情報には、例えば、上り
リンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅や、PRACHにおけるランダムアクセスプリ
アンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報（Root　Sequence　Index）等が
含まれる。
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【００６１】
　送受信部２０３は、ベースバンド信号処理部２０４から出力されたベースバンド信号を
無線周波数帯に周波数変換する。アンプ部２０２は周波数変換された送信信号を増幅して
送受信アンテナ２０１へ出力する。
【００６２】
　一方、上りリンクにより移動端末装置１０から基地局装置２０に送信される信号につい
ては、送受信アンテナ２０１で受信された無線周波数信号がアンプ部２０２で増幅され、
送受信部２０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理
部２０４に入力される。
【００６３】
　ベースバンド信号処理部２０４は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれる
ユーザデータに対して、ＦＦＴ処理、ＩＤＦＴ処理、誤り訂正復号、ＭＡＣ再送制御の受
信処理、ＲＬＣレイヤ、ＰＤＣＰレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路イン
ターフェース２０６を介して上位局装置３０に転送される。
【００６４】
　呼処理部２０５は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、基地局装置２０の状態管
理や、無線リソースの管理を行う。
【００６５】
　次に、図７を参照しながら、本実施の形態に係る移動端末装置１０の全体構成について
説明する。LTE端末もLTE-Ａ端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので、区別せ
ずに説明する。移動端末装置１０は、送受信アンテナ１０１と、アンプ部１０２と、送受
信部１０３と、ベースバンド信号処理部１０４と、アプリケーション部１０５とを備えて
いる。
【００６６】
　下りリンクのデータについては、送受信アンテナ１０１で受信した無線周波数信号がア
ンプ部１０２で増幅され、送受信部１０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換さ
れる。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部１０４でＦＦＴ処理や、誤り訂
正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクの
ユーザデータは、アプリケーション部１０５に転送される。アプリケーション部１０５は
、物理レイヤやＭＡＣレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンク
のデータの内、報知情報も、アプリケーション部１０５に転送される。
【００６７】
　一方、上りリンクのユーザデータは、アプリケーション部１０５からベースバンド信号
処理部１０４に入力される。ベースバンド信号処理部１０４においては、再送制御（Ｈ－
ＡＲＱ（Hybrid　ARQ））の送信処理や、チャネル符号化、ＤＦＴ処理、ＩＦＦＴ処理を
行う。送受信部１０３は、ベースバンド信号処理部１０４から出力されたベースバンド信
号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部１０２で増幅されて送受信アンテナ１０
１より送信される。
【００６８】
　図８は、本実施の形態に係る基地局装置２０が有するベースバンド信号処理部２０４及
び一部の上位レイヤの機能ブロック図であり、主にベースバンド信号処理部２０４は送信
処理部の機能ブロックを示している。図８には、２個のコンポーネントキャリア（CC#1～
CC#2）数に対応可能な基地局構成が例示されている。基地局装置２０の配下となる移動端
末装置１０に対する送信データが上位局装置３０から基地局装置２０に対して転送される
。
【００６９】
　図８では、PDSCHがコンポーネントキャリアCC#1、CC#2にそれぞれ割り当てられ、これ
らのPDSCHに関する制御情報であるPDCCHは、コンポーネントキャリアCC#1に集約して送ら
れる場合を示している。なお、コンポーネントキャリア数は２個に限らず３個以上の複数
個のコンポーネントキャリア数を設定することができる。また、本発明では、LTE－Ａシ



(16) JP 5073779 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

ステムにおいて、複数のコンポーネントキャリアでシステム帯域を構成した場合、システ
ム帯域を構成する複数のコンポーネントキャリアのサーチスペースを、特定のコンポーネ
ントキャリアの下り制御チャネルにマッピングする。この場合、全てのコンポーネントキ
ャリアのサーチスペースを、１つのコンポーネントキャリアにマッピングしても良いし、
システム帯域を構成する複数のコンポーネントキャリアを複数のグループに分けて、グル
ープ毎に同一グループ内の複数コンポーネントキャリアのサーチスペースを、同一グルー
プ内の１つのコンポーネントキャリアにマッピングするようにしても良い。
【００７０】
　制御情報生成部３００は、ハイヤーレイヤシグナリング（例えばRRCシグナリング）す
る上位制御信号をユーザ単位で生成する。上位制御信号は、コンポーネントキャリアCCの
追加／削減を要求するコマンドを含むことができる。また、RRCシグナリングにより移動
端末装置に対して上述したサーチスペースの開始位置を決定する制御式に関する情報（例
えば、定数K等）が通知する構成とすることもできる。
【００７１】
　データ生成部３０１は、上位局装置３０から転送された送信データをユーザ別にユーザ
データとして出力する。
【００７２】
　コンポーネントキャリア選択部３０２は、移動端末装置１０との無線通信に使用される
コンポーネントキャリアをユーザ毎に選択する。上記した通り、基地局装置２０から移動
端末装置１０に対してRRCシグナリングによりコンポーネントキャリアの追加／削減を通
知し、移動端末装置１０からComplete　messageを受信する。このComplete　messageの受
信によって当該ユーザに対してコンポーネントキャリアの割当て（追加／削除）が確定し
、確定したコンポーネントキャリアの割当てがコンポーネントキャリア選択部３０２にコ
ンポーネントキャリアの割当て情報として設定される。コンポーネントキャリア選択部３
０２にユーザ毎に設定されたコンポーネントキャリアの割当て情報にしたがって該当する
コンポーネントキャリアのチャネル符号化部３０３へ上位制御信号及び送信データが振り
分けられる。また、移動端末装置１０との無線通信に使用される複数のコンポーネントキ
ャリアの中から、複数のコンポーネントキャリア毎に個別に送られるデータチャネルをそ
れぞれ復調するための下りリンク制御情報（PDCCH）を集約する特定のコンポーネントキ
ャリア（以下、「SS集約コンポーネントキャリア」という）が選択される。SS集約コンポ
ーネントキャリアには、集約されるPDCCHにそれぞれ対応するサーチスペースが割り当て
られる。図８では、コンポーネントキャリアCC#1がSS集約コンポーネントキャリアとなる
。
【００７３】
　スケジューリング部３１０は、システム帯域全体の通信品質に応じて、配下の移動端末
装置１０に対するコンポーネントキャリアの割当てを制御する。スケジューリング部３１
０が移動端末装置１０との通信に割当てるコンポーネントキャリアの追加／削除を判断す
る。コンポーネントキャリアの追加／削除に関する判断結果が制御情報生成部３００へ通
知される。また、ユーザ端末毎に選択されたコンポーネントキャリアの中からSS集約コン
ポーネントキャリアが決められる。SS集約コンポーネントキャリアはダイナミックに切り
替えても良いし、準静的に切り替えても良い。
【００７４】
　また、スケジューリング部３１０は、下りリンク制御情報が配置される候補領域である
サーチスペースを基本周波数ブロック毎に決定すると共に、基本周波数ブロック固有のオ
フセット値及び各ユーザ端末固有のオフセット値を用いて、SS集約コンポーネントキャリ
アの制御チャネルに対して、基本周波数ブロック間及びユーザ端末間でサーチスペースが
分離するようにサーチスペース開始位置を制御する決定部として機能する。サーチスペー
スの開始位置は、上記式（１）、（２）等を用いて計算することができる。他にも、コン
ポーネントキャリア固有の時間シフトを用いる上記式（７）、（８）等を用いてサーチス
ペースの開始位置を決定することができる。
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【００７５】
　また、スケジューリング部３１０は、各コンポーネントキャリアCC#1～CC#2におけるリ
ソース割り当てを制御している。LTE端末ユーザとLTE－Ａ端末ユーザとを区別してスケジ
ューリングを行う。スケジューリング部３１０は、上位局装置３０から送信データ及び再
送指示が入力されると共に、上りリンクの受信信号を測定した受信部からチャネル推定値
やリソースブロックのＣＱＩが入力される。スケジューリング部３１０は、上位局装置３
０から入力された再送指示、チャネル推定値及びＣＱＩを参照しながら、下りリンク割当
て情報、上りリンク割当て情報、及び上下共有チャネル信号のスケジューリングを行う。
移動通信における伝搬路は、周波数選択性フェージングにより周波数ごとに変動が異なる
。そこで、移動端末装置１０へのユーザデータ送信時に、各移動端末装置１０に対してサ
ブフレーム毎に通信品質の良好なリソースブロックを割り当てる（適応周波数スケジュー
リングと呼ばれる）。適応周波数スケジューリングでは、各リソースブロックに対して伝
搬路品質の良好な移動端末装置１０を選択して割り当てる。そのため、スケジューリング
部３１０は、各移動端末装置１０からフィードバックされるリソースブロック毎のＣＱＩ
を用いてスループットの改善が期待されるリソースブロックを割り当てる。また、移動端
末装置１０との間の伝搬路状況に応じてCCEアグリゲーション数を制御する。セル端ユー
ザに対してはCCEアグリゲーション数を上げることになる。また、割り当てたリソースブ
ロックで所定のブロック誤り率を満たすＭＣＳ（符号化率、変調方式）を決定する。スケ
ジューリング部３１０が決定したＭＣＳ（符号化率、変調方式）を満足するパラメータが
チャネル符号化部３０３、３０８、３１２、変調部３０４、３０９、３１３に設定される
。
【００７６】
　ベースバンド信号処理部２０４は、１コンポーネントキャリア内での最大ユーザ多重数
Ｎに対応したチャネル符号化部３０３、変調部３０４、マッピング部３０５を備えている
。チャネル符号化部３０３は、データ生成部３０１から出力されるユーザデータ（一部の
上位制御信号を含む）で構成される共有データチャネル（PDSCH）を、ユーザ毎にチャネ
ル符号化する。変調部３０４は、チャネル符号化されたユーザデータをユーザ毎に変調す
る。マッピング部３０５は、変調されたユーザデータを無線リソースにマッピングする。
【００７７】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、ユーザ固有の下り制御情報である下り共有デ
ータチャネル用制御情報を生成する下り制御情報生成部３０６と、ユーザ共通の下り制御
情報である下り共通制御チャネル用制御情報を生成する下り共通チャネル用制御情報生成
部３０７とを備えている。
【００７８】
　DCI　Format　1の下りリンク割当て情報（D0）が下り共有データチャネル用制御情報で
ある。下り制御情報生成部３０６は、ユーザ毎に決定したリソース割り当て情報、ＭＣＳ
情報、HARQ用の情報、PUCCHの送信電力制御コマンド等から下りリンク割当て情報で構成
された下りリンク制御情報（例えば、DCI　Format　1）を生成する。下りリンク制御情報
（例えば、DCI　Format　1）は本発明を適用して開始位置が決定されるサーチスペースに
配置することができる。
【００７９】
　ベースバンド信号処理部２０４は、１コンポーネントキャリア内での最大ユーザ多重数
Ｎに対応したチャネル符号化部３０８、変調部３０９を備えている。チャネル符号化部３
０８は、下り制御情報生成部３０６及び下り共通チャネル用制御情報生成部３０７で生成
される制御情報をユーザ毎にチャネル符号化する。変調部３０９は、チャネル符号化され
た下り制御情報を変調する。
【００８０】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、上り共有データチャネル（PUSCH）を制御す
るための制御情報である上り共有データチャネル用制御情報をユーザ毎に生成する上り制
御情報生成部３１１と、生成した上り共有データチャネル用制御情報をユーザ毎にチャネ
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ル符号化するチャネル符号化部３１２と、チャネル符号化した上り共有データチャネル用
制御情報をユーザ毎に変調する変調部３１３とを備える。
【００８１】
　DCI　Format　0の上りリンク割当て情報で構成された下りリンク制御情報（U0）が上り
共有データチャネル用制御情報である。上り制御情報生成部３１１は、ユーザ毎に決定し
た上りリンクのリソース割り当て情報（シングルキャリア/クラスタ）、ＭＣＳ情報及び
冗長化バージョン(RV)、新規データか再送データかを区別する識別子（New　data　indic
ator）、PUSCHの送信電力制御コマンド（TPC）、復調用リファレンスシグナルのサイクリ
ックシフト（CS　for　DMRS）、CQIリクエスト等から上りリンク割当て情報を生成する。
上りリンクの無線アクセス方式にSC-FDMAが選択されたサブフレーム（コンポーネントキ
ャリア）ではLTEに規定された規則に従ってDCI　Format　0の上りリンク割当て情報で構
成された下りリンク制御情報（U0）を生成する。下りリンク制御情報（例えば、DCI　For
mat　0）は本発明を適用して開始位置が決定されるサーチスペースに配置することができ
る。
【００８２】
　上記変調部３０９、３１３でユーザ毎に変調された制御情報は制御チャネル多重部３１
４で多重され、さらにインタリーブ部３１５でインタリーブされる。インタリーブ部３１
５から出力される制御信号及びマッピング部３０５から出力されるユーザデータは下りチ
ャネル信号としてＩＦＦＴ部３１６へ入力される。ＩＦＦＴ部３１６は、下りチャネル信
号を逆高速フーリエ変換して周波数領域の信号から時系列の信号に変換する。サイクリッ
クプレフィックス挿入部３１７は、下りチャネル信号の時系列信号にサイクリックプレフ
ィックスを挿入する。なお、サイクリックプレフィクスは、マルチパス伝搬遅延の差を吸
収するためのガードインターバルとして機能する。サイクリックプレフィックスが付加さ
れた送信データは、送受信部２０３に送出される。
【００８３】
　図９は、移動端末装置１０が有するベースバンド信号処理部１０４の機能ブロック図で
あり、LTE－ＡをサポートするLTE－Ａ端末の機能ブロックを示している。まず、移動端末
装置１０の下りリンク構成について説明する。
【００８４】
　無線基地局装置２０から受信データとして受信された下りリンク信号は、ＣＰ除去部４
０１でＣＰが除去される。ＣＰが除去された下りリンク信号は、ＦＦＴ部４０２へ入力さ
れる。ＦＦＴ部４０２は、下りリンク信号を高速フーリエ変換（FFT:Fast　Fourier　Tra
nsform）して時間領域の信号から周波数領域の信号に変換し、デマッピング部４０３へ入
力する。デマッピング部４０３は、下りリンク信号をデマッピングし、下りリンク信号か
ら複数の制御情報が多重された多重制御情報、ユーザデータ、上位制御信号を取り出す。
なお、デマッピング部４０３によるデマッピング処理は、アプリケーション部１０５から
入力される上位制御信号に基づいて行われる。デマッピング部４０３から出力された多重
制御情報は、デインタリーブ部４０４でデインタリーブされる。
【００８５】
　また、ベースバンド信号処理部１０４は、制御情報を復調する制御情報復調部４０５、
下り共有データを復調するデータ復調部４０６及びチャネル推定部４０７を備えている。
制御情報復調部４０５は、下り制御チャネルから下り共通制御チャネル用制御情報を復調
する共通制御チャネル用制御情報復調部４０５ａと、下り制御チャネルから本発明を適用
して開始位置が決定されるサーチスペースをブラインドデコーディングして上り共有デー
タチャネル用制御情報を復調する上り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｂと、
下り制御チャネルから本発明によるサーチスペースをブラインドデコーディングして下り
共有データチャネル用制御情報を復調する下り共有データチャネル用制御情報復調部４０
５ｃとを備えている。データ復調部４０６は、ユーザデータ及び上位制御信号を復調する
下り共有データ復調部４０６ａと、下り共有チャネルデータを復調する下り共有チャネル
データ復調部１４０６ｂとを備えている。
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【００８６】
　共通制御チャネル用制御情報復調部４０５ａは、下り制御チャネル（PDCCH）の共通サ
ーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などにより
ユーザ共通の制御情報である共通制御チャネル用制御情報を取り出す。共通制御チャネル
用制御情報は、下りリンクのチャネル品質情報（CQI）を含んでおり、後述するマッピン
グ部１１５に入力され、無線基地局装置２０への送信データの一部としてマッピングされ
る。
【００８７】
　上り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｂは、下り制御チャネル（PCCCH）の
ユーザ個別サーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処
理などによりユーザ固有の上りリンク割当て情報である上り共有データチャネル用制御情
報を取り出す。特に、ユーザ個別サーチスペースは、上述した通り、SS集約コンポーネン
トキャリアのPDCCHには複数のコンポーネントキャリアのサーチスペースが集約されてい
るので、復調されたDCIを、CIFを利用してどのコンポーネントキャリアの制御情報である
のか識別する。上りリンク割当て情報は、上り共有データチャネル（PUSCH）の制御に使
用され、下り共通チャネルデータ復調部４０６ｂへ入力される。
【００８８】
　下り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｃは、下り制御チャネル（PDCCH）の
ユーザ個別サーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処
理などによりユーザ固有の下り制御信号である下り共有データチャネル用制御情報を取り
出す。特に、ユーザ個別サーチスペースは、上述した通り、SS集約コンポーネントキャリ
アのPDCCHには複数のコンポーネントキャリアのサーチスペースが集約されているので、
復調されたDCIを、CIFを利用してどのコンポーネントキャリアの制御情報であるのか識別
する。下り共有データチャネル用制御情報は、下り共有データチャネル（PDSCH）の制御
に使用され、下り共有データ復調部４０６へ入力される。
【００８９】
　また、下り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｃは、下り共有データ復調部４
０６ａで復調された上位制御信号に含まれる、PDCCH及びPDSCHに関する情報に基づいて、
ユーザ固有サーチスペースのブラインドデコーディング処理を行う。また、RRCシグナリ
ングにより移動端末装置に対して上述したサーチスペースの開始位置を決定する制御式に
関する情報（例えば、定数K等）が通知される場合には、通知された情報に基づいて、ユ
ーザ固有サーチスペースを特定してブラインドデコーディング処理を行う。
【００９０】
　下り共有データ復調部４０６ａは、下り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｃ
から入力された下り共有データチャネル用制御情報に基づいて、ユーザデータや上位制御
情報を取得する。上位制御情報（モード情報を含む）は、チャネル推定部４０７に出力さ
れる。下り共通チャネルデータ復調部４０６ｂは、上り共有データチャネル用制御情報復
調部４０５ｂから入力された上り共有データチャネル用制御情報に基づいて、下り共通チ
ャネルデータを復調する。
【００９１】
　チャネル推定部４０７は、ユーザ端末固有の参照信号，または共通参照信号を用いてチ
ャネル推定する。推定されたチャネル変動を、共通制御チャネル用制御情報復調部４０５
ａ、上り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｂ、下り共有データチャネル用制御
情報復調部４０５ｃ及び下り共有データ復調部４０６ａに出力する。これらの復調部にお
いては、推定されたチャネル変動及び復調用参照信号を用いて下りリンク割当て情報を復
調する。
【００９２】
　ベースバンド信号処理部１０４は、送信処理系の機能ブロックとして、データ生成部４
１１、チャネル符号化部４１２、変調部４１３、ＤＦＴ部４１４、マッピング部４１５、
ＩＦＦＴ部４１６、ＣＰ挿入部４１７を備えている。データ生成部４１１は、アプリケー
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ション部１０５から入力されるビットデータから送信データを生成する。チャネル符号化
部４１２は、送信データに対して誤り訂正等のチャネル符号化処理を施し、変調部４１３
はチャネル符号化された送信データをＱＰＳＫ等で変調する。ＤＦＴ部４１４は、変調さ
れた送信データを離散フーリエ変換する。マッピング部４１５は、ＤＦＴ後のデータシン
ボルの各周波数成分を、基地局装置に指示されたサブキャリア位置へマッピングする。Ｉ
ＦＦＴ部４１６は、システム帯域に相当する入力データを逆高速フーリエ変換して時系列
データに変換し、ＣＰ挿入部４１７は時系列データに対してデータ区切りでサイクリック
プレフィックスを挿入する。
【００９３】
　次に、複数の移動局装置１０１、１０２（UE#1、UE#2）と基地局措置２０との間の無線
通信に用いるシステム帯域に複数のコンポーネントキャリアCC1～CC3を割り当てた場合に
、CC1～CC3の下りリンク制御情報（DCI）が配置されるサーチスペースの制御について具
体的に説明する。
【００９４】
　スケジューリング部３１０は、システム帯域全体の通信品質に応じて、配下の移動端末
装置１０１、１０２に対するコンポーネントキャリアの割当てを制御する。例えば、スケ
ジューリング部３１０により、コンポーネントキャリア選択部３０２が、移動端末装置１
０１との無線通信に使用されるコンポーネントキャリアCC1～CC3を選択し、移動端末装置
１０２との無線通信に使用されるコンポーネントキャリアCC1～CC3を選択する。基地局装
置２０から移動端末装置１０に対してRRCシグナリングによりコンポーネントキャリアの
追加／削減を通知し、移動端末装置１０からComplete　messageを受信する。このComplet
e　messageの受信によって当該ユーザに対してコンポーネントキャリアの割当て（追加／
削除）が確定し、確定したコンポーネントキャリアの割当てがコンポーネントキャリア選
択部３０２にコンポーネントキャリアの割当て情報として設定される。また、スケジュー
リング部３１０は、複数の移動局装置１０１、１０２毎に選択されたコンポーネントキャ
リアの中からSS集約コンポーネントキャリア（例えば、CC1）を決定し、基本周波数ブロ
ック固有のオフセット値及び各ユーザ端末固有のオフセット値を用いて、SS集約コンポー
ネントキャリアの制御チャネルに対して、基本周波数ブロック間及びユーザ端末間でサー
チスペースが分離するようにサーチスペース開始位置を制御する。サーチスペースの開始
位置は、上記式（１）、（２）等を用いて計算することができる。他にも、コンポーネン
トキャリア固有の時間シフトを用いる上記式（７）、（８）等を用いてサーチスペースの
開始位置を決定することができる。
【００９５】
　ベースバンド処理部２０４においてコンポーネントキャリアCC1～CC3の下り制御情報生
成部３０６（UE#1）、（UE#2）が下りリンク制御情報をそれぞれ生成し、上り制御情報生
成部３１１（UE#1）、（UE#2）が上りリンク制御情報をそれぞれ生成する。これらの制御
情報にはCIFがそれぞれ付与される。生成した制御情報は、SS集約コンポーネントキャリ
ア（CC1）の下り制御情報生成部３０６（UE#1）、（UE#2）、上り制御情報生成部３１１
（UE#1）、（UE#2）へ渡される。SS集約コンポーネントキャリア（CC1）の下り制御情報
生成部３０６（UE#1）、（UE#2）及び上り制御情報生成部３１１（UE#1）、（UE#2）は、
サーチスペースに下りリンク制御情報、上りリンク制御情報を配置する。
【００９６】
　移動局装置１０１の下り制御情報生成部３０６（UE#1)で生成された制御情報と、移動
局装置１０２の下り制御情報生成部３０６（UE#2)で生成された制御情報が、制御チャネ
ル多重部３１４で重ならないようなサーチスペース配置状態となる。
【００９７】
　一方、移動端末装置１０１、１０２は、それぞれ下りリンクでPDCCHを受信する。デイ
ンタリーブ部４０４がサブフレーム先頭の１～３OFDMシンボルにマッピングされたPDCCH
をデインタリーブする。移動端末装置１０１、１０２では、レートマッチングパラメータ
（CCE数）、及びCCEの開始位置が不明であるため、制御情報復調部４０５は、システムに
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おける固定値、あるいは、RRCシグナリングで通知される情報に基づいて上述したサーチ
スペースの開始位置を決定する制御式を用いて特定したサーチスペースをブラインドデコ
ーディングし、ユーザIDでマスクされたＣＲＣがＯＫとなるCCEを探索する。
【００９８】
　下り共有データチャネル用制御情報復調部４０５ｃは、PDCCHのサーチスペースをブラ
インドデコーディングして自分宛の共有データチャネル用制御情報を探索する。このとき
、既にSS集約コンポーネントキャリアCC1が通知されているので、PDCCHが送られないコン
ポーネントキャリアCC2～CC3についてはPDCCHのブラインドデコーディングはしない。コ
ンポーネントキャリアCC1の制御チャネルについてサーチスペースをブラインドデコーデ
ィングすることで下りリンク制御情報が復調される。下りリンク制御情報に付加されてい
るCIFに基づいてコンポーネントキャリアCC１～CC3の制御情報を特定する。
【符号の説明】
【００９９】
　１　移動通信システム
　１０　移動端末装置
　２０　基地局装置
　３０　上位局装置
　４０　コアネットワーク
　１０１　送受信アンテナ
　１０２　アンプ部
　１０３　送受信部
　１０４　ベースバンド信号処理部
　１０５　アプリケーション部
　２０１　送受信アンテナ
　２０２　アンプ部
　２０３　送受信部
　２０４　ベースバンド信号処理部
　２０５　呼処理部
　２０６　伝送路インターフェース
　３００　制御情報生成部
　３０１　データ生成部
　３０２　コンポーネントキャリア選択部
　３０３、３０８、３１２　チャネル符号化部
　３０４、３０９、３１３　変調部
　３０５　マッピング部
　３０６　下り制御情報生成部
　３０７　下り共通チャネル用制御情報生成部
　３１０　スケジューリング部
　３１１　上り制御情報生成部
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